
阿蘇区域の「重点支援区域」申請について
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今後の取組みの方向性

○ 公立医療機関による検討のワーキンググループを立ち上げ、
阿蘇地域の医療提供体制について議論し、医療機能の再編に
向けた基本構想を策定する。

○ 小国公立病院に関する公立病院・公的医療機関等の具体的対応
方針の再検証要請への対応についても、同ワーキンググループの
中で併せて議論し、結論を出す。

２０２１年度

２０２２年度

○ 2021年度に検討した結果について、阿蘇地域医療構想調整会議
で報告、合意を得る。
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阿蘇地域の医療提供体制に
関する意見交換会 資料
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これまでの検討・議論の経過
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令和２年度（２０２０年度）

１２月２２日 第１回意見交換会

令和３年度（２０２１年度）

７月２７日 第１回 院長協議

１０月２５日 第２回 院長協議

令和４年度（２０２２年度）

６月２１日 第３回 院長協議

１０月 ５日 第１回 ワーキンググループ

１１月 １日 阿蘇地域医療構想調整会議

２月２７日 第２回意見交換会

３月１６日 阿蘇地域医療構想調整会議

新型コロナ対応が継続するなか、令和４年度中の協議・合意を目指し、公立２病院を中心
に検討・議論を重ねた。

方向性の認識共有

基本スタンス
現状の確認

具体的対応方針
の検討

行政・地域との
方向性の共有

合意形成
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阿蘇区域の「重点支援区域」申請について（案）

○ 小国公立病院、阿蘇医療センターでの協議を重ね、それぞれが
地域で担う役割を確認するとともに、以下の様に２病院の機能を
再編する方向性を確認した。

○ 阿蘇地域における持続可能な医療提供体制の構築に向けて、
小国公立病院及び阿蘇医療センターの更なる連携強化や機能整備
を、国による重点的な支援を受けながら進めるため、
両公立病院を対象医療機関として「重点支援区域」に申請する。
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